
指　名　停　止　業　者　一　覧　表

商号又は名称 主たる営業所の所在地 指名停止の理由 備　　　　考

令和 7年 2月 18日 から 建設業法違反
令和 7年 6月 17日 まで （別表第2第5号）

令和 7年 3月 17日 から 建設業法違反
令和 7年 6月 16日 まで （別表第2第5号）

令和 7年 3月 17日 から 建設業法違反
令和 7年 6月 16日 まで （別表第2第5号）

令和 7年 3月 17日 から 建設業法違反
令和 7年 6月 16日 まで （別表第2第5号）

東京都墨田区

指名停止の期間

冨田電気通信株式会社 京丹後市

パナソニック産機システムズ株式
会社

株式会社KANSOテクノス 大阪市中央区

パナソニックEWエンジニアリング
株式会社

大阪市中央区


